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交通政策基本法とは

制 定

2013年12月4日 公布・施行（法律第92号）

○交通政策の基本的方向性（理念、基本的施策の概要）

主な規定事項

○国、地方公共団体、交通事業者等の責務、国民の役割

○政府が交通政策基本計画、国会への年次報告（交通政策白書）を策定

経 緯

○交通の関連分野についての基本法としては 交通安全対策基本法(1970年)○交通の関連分野についての基本法としては、交通安全対策基本法(1970年)、
社会資本整備重点計画法(2003年)、観光立国推進基本法(2006年)等がある。

○民主党政権発足後、利用者の視点の重視を掲げて、2011年に「交通基本法案」
を政府が国会に提出。しかし、国会審議は進まず、2012年に廃案となる。

○その後の自民党・公明党連立政権の下で、交通政策全般を広く捉えるよう法案
の名称と内容を見直し 2013年11月に「交通政策基本法案 を政府が国会に再の名称と内容を見直し、2013年11月に「交通政策基本法案」を政府が国会に再
度提出し、成立に至った。

１



交通政策基本法の経緯

■平成１４年 民主党・社民党が交通基本法案（議員立法）を国会に提出。審議未了・廃案。

■平成２３年
【第１７７回 通常国会 １月２４日～８月３１日】

■平成１４年 民主党 社民党が交通基本法案（議員立法）を国会に提出。審議未了 廃案。
■平成１８年 民主党・社民党が交通基本法案（議員立法）を国会に再提出。平成２１年衆議院解散に伴い廃案。

【第１７７回 通常国会 １月２４日～８月３１日】
３月 ８日 「交通基本法案」が閣議決定・国会提出 （継続審議 ）

【第１７８・９回 臨時国会 ９月１３日～３０日、１０月２０日～１２月９日】
（ともに継続審議）（ともに継続審議）

■平成２４年
【第１８０回 通常国会 １月２４日～９月７日】【第 回 通常国会 月 日 月 日】

８月２２日 参考人質疑（衆・国交委） （継続審議 ）
【第１８１回 臨時国会 １０月２９日～１１月１６日】

１１月１６日 衆議院解散に伴い廃案

■平成２５年
【第１８３回 通常国会 １月２８日～６月２６日】
※交通政策基本法案(仮称)について「検討中法案」との扱いとなり、国会には提出せず。

【第１８５回 臨時国会 １０月１５日～１２月６日】
１１月 １日 「交通政策基本法案」が閣議決定・国会提出

衆議院本会議にお 可決１５日 衆議院本会議において可決
２７日 参議院本会議において可決・成立

１２月 ４日 公布・施行 ２



交通政策基本法の概要

「交通政策基本計画」の閣議決定・実行（第15条）基本理念等(第2条～第7条) 「交通政策基本計画」の閣議決定 実行（第15条）
＜パブリックコメント、審議会への諮問等＞

○交通の果たす機能
・国民の自立した生活の確保
・活発な地域間交流･国際交流

基本的認識（第2条）

国の施策(第16条～第31条)

【豊かな国民生活の実現】
○日常生活の交通手段確保（第16条）…離島等の地域の諸条件への配慮
○高齢者、障害者等の円滑な移動（第17条）…妊産婦、ベビーカー等にも配慮
○交通の利便性向上､円滑化､効率化（第18条）…定時性確保、乗継ぎ円滑化等

活発な地域間交流 国際交流
・物資の円滑な流通

○国民等の交通に対する基本的需要の充足が重要

交通機能の確保・向上（第3条）

【国際競争力の強化】
○国際海上・航空輸送のネットワークと拠点の形成、アクセス強化（第１９条）

【地域の活力の向上】
○国内交通ネットワークと拠点の形成（第20条）

○少子高齢化の進展等に対応しつつ、
・豊かな国民生活の実現
・国際競争力の強化
・地域の活力の向上
に寄与
大規模災害 的確 対応 ○国内交通ネットワ クと拠点の形成（第20条）

○交通に関する事業の基盤強化、人材育成等（第21条）

【大規模災害への対応】
○大規模な災害が発生した場合における交通の機能の低下の抑制及び迅速な回復等

（第22条）…耐震性向上 代替交通手段の確保 多人数の円滑な避難

環境負荷の低減（第4条）

様々な交通手段の適切な役割分担と連携
第 条

○大規模災害に的確に対応

（第22条）…耐震性向上、代替交通手段の確保、多人数の円滑な避難

【環境負荷の低減】
○ エコカー、モーダルシフト、公共交通利便増進等（第23条）

【適切な役割分担と連携】

（第5条）

交通安全対策基本法に基づく交通安全施策と十
分に連携

交通の安全の確保（第7条）

【 切 役 分 連携】
○総合的な交通体系の整備（第24条）…交通需要・老朽化に配慮した重点的な整備
○まちづくり、観光等との連携（第25条～第2７条）

○調査研究（第28条）
○技術の開発及び普及（第29条）…ＩＣＴの活用
○国際的な連携の確保及び国際協力の推進（第30条） 規格標準化 交通インフラの海外

国、地方自治体、事業者等の関係者の責務等
（第8条～第11条）

○国際的な連携の確保及び国際協力の推進（第30条）…規格標準化、交通インフラの海外
展開

○国民等の意見を反映（第31条）

関係者の連携・協働（第6条、第12条）

法制上、財政上の措置（第13条）

国会への年次報告等（第14条） 地方公共団体の施策(第32条) ３


